
一 頁 
 

○ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 新 旧 対 照 表                   （ 傍 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 
（ 運 用 開 始 の 届 出 を 要 し な い 無 線 局 ） （ 運 用 開 始 の 届 出 を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 十 条 の 二 法 第 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 運 用 開 始 の 届 出 を 要 し

な い 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 局 以 外 の 無 線 局 と す る 。 

第 十 条 の 二 法 第 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 運 用 開 始 の 届 出 を 要 し

な い 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 局 以 外 の 無 線 局 と す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 略 ） 

六 特 別 業 務 の 局 （ 設 備 規 則 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 道 路 交 通 情 報 通 信 を

行 う 無 線 局 及 び Ａ 三 Ｅ 電 波 一 、 六 二 〇 kH
z

又 は 一 、 六 二 九 kH
z

の 周 波 数 を 使

用 す る 空 中 線 電 力 一 〇 ワ ッ ト 以 下 の 無 線 局 を 除 く 。 ） 

六 特 別 業 務 の 局 （ 設 備 規 則 第 十 四 条 第 一 項 の 表 十 三 の 項 (一
)

に 規 定 す る 道

路 交 通 情 報 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び Ａ 三 Ｅ 電 波 一 、 六 二 〇 kH
z

又 は 一 、 六 二

九 kH
z

の 周 波 数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 一 〇 ワ ッ ト 以 下 の 無 線 局 を 除 く 。 ） 

  

（ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） （ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 削 除 一 削 除 

二 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 陸 上 移 動 局 二 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 陸 上 移 動 局 

(１
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係

る も の 

 

(２
)

～ (1
9)  （ 略 ）  (１
)

～ (1
8)  （ 略 ） 

三 ～ 九 （ 略 ） 三 ～ 九 （ 略 ） 

十 前 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 地 局 十 前 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 地 局 

(１
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(２
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(３
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(４
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(５
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(６
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(１
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(２
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 
(３

)
 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(４
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(５
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(６
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 



二 頁 
 

(７
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(８
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(７
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(８
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 
(９

)
～ (1
2)  （ 略 ） (９
)

～ (1
2)  （ 略 ） 

  

（ 簡 易 な 操 作 ） （ 簡 易 な 操 作 ） 

第 三 十 三 条 法 第 三 十 九 条 第 一 項 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 簡 易 な 操 作 は 、 次 の

と お り と す る 。 た だ し 、 第 三 十 四 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 操 作 を 除 く 。 

第 三 十 三 条 法 第 三 十 九 条 第 一 項 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 簡 易 な 操 作 は 、 次 の

と お り と す る 。 た だ し 、 第 三 十 四 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 操 作 を 除 く 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 略 ） 

六 次 に 掲 げ る 無 線 局 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 の み を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の

無 線 設 備 の 外 部 の 転 換 装 置 で 電 波 の 質 に 影 響 を 及 ぼ さ な い も の の 技 術 操

作 

六 次 に 掲 げ る 無 線 局 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 の み を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の

無 線 設 備 の 外 部 の 転 換 装 置 で 電 波 の 質 に 影 響 を 及 ぼ さ な い も の の 技 術 操

作 

(１
)

 基 地 局 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る も の で あ つ て 、 設 備 規 則 第

四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び

第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 九

第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び

第 七 項 又 は 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 に

規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、

第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る も の に あ つ

て は 、 送 信 バ ー ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 す る も の に 限

る 。 以 下 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。 ） 

(１
)

 基 地 局 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る も の で あ つ て 、 設 備 規 則 第

四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び

第 四 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 九

第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び

第 七 項 又 は 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 に

規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、

第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る も の に あ つ

て は 、 送 信 バ ー ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 す る も の に 限

る 。 以 下 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。 ） 

(２
)

 陸 上 移 動 中 継 局 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適

合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る も の で あ つ て 、 屋 内 そ の 他 他 の 無 線 局 の 運

用 を 阻 害 す る よ う な 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 与 え る お そ れ が な い 場 所 に 設

置 す る も の に 限 る 。 以 下 「 特 定 陸 上 移 動 中 継 局 」 と い う 。 ） 

(２
)

 陸 上 移 動 中 継 局 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 、 第 四 十 九 条

の 六 の 四 第 一 項 又 は 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に

適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る も の で あ つ て 、 屋 内 そ の 他 他 の 無 線 局 の

運 用 を 阻 害 す る よ う な 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 与 え る お そ れ が な い 場 所 に

設 置 す る も の に 限 る 。 以 下 「 特 定 陸 上 移 動 中 継 局 」 と い う 。 ） 

(３
)

～ (５
)

 （ 略 ） (３
)

～ (５
)

 （ 略 ） 



三 頁 
 

七 ・ 八 （ 略 ） 七 ・ 八 （ 略 ） 

  
（ 定 期 検 査 を 行 わ な い 無 線 局 ） （ 定 期 検 査 を 行 わ な い 無 線 局 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 六 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の

と お り と す る 。 

第 四 十 一 条 の 二 の 六 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の

と お り と す る 。 

一 ～ 二 十 三 （ 略 ） 一 ～ 二 十 三 （ 略 ） 

二 十 四 特 別 業 務 の 局 （ 設 備 規 則 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 道 路 交 通 情 報 通

信 を 行 う 無 線 局 及 び ア マ チ ュ ア 局 に 対 す る 広 報 を 送 信 す る 無 線 局 に 限

る 。 ） 

二 十 四 特 別 業 務 の 局 （ 設 備 規 則 第 十 四 条 第 一 項 の 表 十 三 の 項 (一
)

に 規 定 す

る 道 路 交 通 情 報 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び ア マ チ ュ ア 局 に 対 す る 広 報 を 送 信

す る 無 線 局 に 限 る 。 ） 

  

   附 則  

 こ の 省 令 は 、 平 成  年  月  日 か ら 施 行 す る 。  

  

 


